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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年4月17日(2008.4.17)

【公開番号】特開2006-254223(P2006-254223A)
【公開日】平成18年9月21日(2006.9.21)
【年通号数】公開・登録公報2006-037
【出願番号】特願2005-69754(P2005-69754)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｑ   7/34     (2006.01)
   Ｂ６５Ｇ   1/137    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  17/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｑ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｂ   7/26    １０６Ａ
   Ｂ６５Ｇ   1/137   　　　Ａ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｆ
   Ｇ０６Ｋ  17/00    　　　Ｌ
   Ｈ０４Ｑ   7/04    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月4日(2008.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体に備えられた携帯型情報記憶媒体を検出装置が検出することで特定できる物体の位
置情報を管理する位置情報管理装置において、
　前記検出装置から所定情報を受信する処理を行う受信処理手段と、
　前記受信処理手段により受信した前記所定情報を記憶する記憶手段と、
　予め定められた実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて
、前記携帯型情報記憶媒体の位置を示す位置情報を取得する位置取得手段と、
　を備えたことを特徴とする位置情報管理装置。 
【請求項２】
　前記位置取得手段は、検出された前記携帯型情報記憶媒体の数で、前記位置情報を取得
する間隔を示した予め定められた取得時間を除した前記実行時間毎に、前記記憶手段によ
り記憶された前記所定情報に基づいて前記位置情報を取得することを特徴とする請求項１
に記載の位置情報管理装置。 
【請求項３】
　前記位置取得手段は、前記携帯型情報記憶媒体が信号を発信する間隔に基づいて定めら
れた前記実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて前記位置
情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の位置情報管理装置。 
【請求項４】
　前記位置取得手段により前記位置情報を取得した場合に、取得した前記位置情報を他の
アプリケーション又はプロセスに通知する処理を行う通知処理手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の位置情報管理装置。
【請求項５】
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　前記記憶手段は、前記位置取得手段により前記位置情報を取得した場合に、取得した前
記位置情報を記憶し、
　他のアプリケーション又はプロセスから前記位置情報の出力する要求を受け付ける要求
受付手段と、
　前記要求受付手段により前記位置情報を出力する要求を受け付けた場合に、前記記憶手
段に記憶された前記位置情報を前記他のアプリケーション又はプロセスに通知する処理を
行う通知処理手段と、
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の位置情報管理装置。
【請求項６】
　物体に備えられた携帯型情報記憶媒体を検出装置が検出することで特定できる物体の位
置情報を位置情報管理装置が管理する位置情報管理方法において、
　受信処理手段が、前記検出装置から所定情報を受信する処理を行う受信処理ステップと
、
　前記受信処理ステップにより受信した前記所定情報を記憶手段に記憶する記憶ステップ
と、
　位置取得手段が、予め定められた実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所
定情報に基づいて、前記携帯型情報記憶媒体の位置を示す位置情報を取得する位置取得ス
テップと、
　を備えたことを特徴とする位置情報管理方法。 
【請求項７】
　前記位置取得ステップは、検出された前記携帯型情報記憶媒体の数で、前記位置情報を
取得する間隔を示した予め定められた取得時間を除した前記実行時間毎に、前記記憶ステ
ップにより記憶された前記所定情報に基づいて前記位置情報を取得することを特徴とする
請求項６に記載の位置情報管理方法。 
【請求項８】
　前記位置取得ステップは、前記携帯型情報記憶媒体が信号を発信する間隔に基づいて定
められた前記実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて前記
位置情報を取得することを特徴とする請求項６に記載の位置情報管理方法。 
【請求項９】
　通知処理手段が、前記位置取得ステップにより前記位置情報を取得した場合に、取得し
た前記位置情報を他のアプリケーション又はプロセスに通知する処理を行う通知処理ステ
ップと、
　を備えたことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１つに記載の位置情報管理方法。
【請求項１０】
　前記記憶ステップは、前記位置取得ステップにより前記位置情報を取得した場合に、さ
らに取得した前記位置情報を前記記憶手段に記憶し、
　要求受付手段が、他のアプリケーション又はプロセスから前記位置情報の出力する要求
を受け付ける要求受付ステップと、
　通知処理手段が、前記要求受付ステップにより前記位置情報を出力する要求を受け付け
た場合に、前記記憶ステップに記憶された前記位置情報を前記他のアプリケーション又は
プロセスに通知する処理を行う通知処理ステップと、
　を備えたことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１つに記載の位置情報管理方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０のいずれか１つに記載された位置情報管理方法をコンピュータで実行
させることを特徴とする位置情報管理プログラム。 
【請求項１２】
　請求項１１に記載された位置情報管理プログラムを格納したコンピュータの読み取り可
能な記録媒体。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書



(3) JP 2006-254223 A5 2008.4.17

【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】位置情報管理装置、位置情報管理方法、位置情報管理プログラム、及びコ
ンピュータに読み取り可能な記録媒体
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１にかかる発明は、物体に備え
られた携帯型情報記憶媒体を検出装置が検出することで特定できる物体の位置情報を管理
する位置情報管理装置において、前記検出装置から所定情報を受信する処理を行う受信処
理手段と、前記受信処理手段により受信した前記所定情報を記憶する記憶手段と、予め定
められた実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて、前記携
帯型情報記憶媒体の位置を示す位置情報を取得する位置取得手段と、を備えたことを特徴
とする。 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、請求項２にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記位置取得手段は
、検出された前記携帯型情報記憶媒体の数で、前記位置情報を取得する間隔を示した予め
定められた取得時間を除した前記実行時間毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定
情報に基づいて前記位置情報を取得することを特徴とする。 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、請求項３にかかる発明は、請求項１にかかる発明において、前記位置取得手段は
、前記携帯型情報記憶媒体が信号を発信する間隔に基づいて定められた前記実行時間毎に
、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて前記位置情報を取得することを
特徴とする。 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、請求項４にかかる発明は、請求項１乃至３のいずれか一つにかかる発明において
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、前記位置取得手段により前記位置情報を取得した場合に、取得した前記位置情報を他の
アプリケーション又はプロセスに通知する処理を行う通知処理手段と、を備えたことを特
徴とする。 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、請求項５にかかる発明は、請求項１乃至３のいずれか一つにかかる発明において
、前記記憶手段は、前記位置取得手段により前記位置情報を取得した場合に、取得した前
記位置情報を記憶し、他のアプリケーション又はプロセスから前記位置情報の出力する要
求を受け付ける要求受付手段と、前記要求受付手段により前記位置情報を出力する要求を
受け付けた場合に、前記記憶手段に記憶された前記位置情報を前記他のアプリケーション
又はプロセスに通知する処理を行う通知処理手段と、を備えたことを特徴とする。 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、請求項６にかかる発明は、物体に備えられた携帯型情報記憶媒体を検出装置が検
出することで特定できる物体の位置情報を位置情報管理装置が管理する位置情報管理方法
において、受信処理手段が、前記検出装置から所定情報を受信する処理を行う受信処理ス
テップと、前記受信処理ステップにより受信した前記所定情報を記憶手段に記憶する記憶
ステップと、位置取得手段が、予め定められた実行時間毎に、前記記憶手段により記憶さ
れた前記所定情報に基づいて、前記携帯型情報記憶媒体の位置を示す位置情報を取得する
位置取得ステップと、を備えたことを特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、請求項７にかかる発明は、請求項６にかかる発明において、前記位置取得ステッ
プは、検出された前記携帯型情報記憶媒体の数で、前記位置情報を取得する間隔を示した
予め定められた取得時間を除した前記実行時間毎に、前記記憶ステップにより記憶された
前記所定情報に基づいて前記位置情報を取得することを特徴とする。 
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、請求項８にかかる発明は、請求項６にかかる発明において、前記位置取得ステッ
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プは、前記携帯型情報記憶媒体が信号を発信する間隔に基づいて定められた前記実行時間
毎に、前記記憶手段により記憶された前記所定情報に基づいて前記位置情報を取得するこ
とを特徴とする。 
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、請求項９にかかる発明は、請求項６乃至８のいずれか一つにかかる発明において
、通知処理手段が、前記位置取得ステップにより前記位置情報を取得した場合に、取得し
た前記位置情報を他のアプリケーション又はプロセスに通知する処理を行う通知処理ステ
ップと、を備えたことを特徴とする。 
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、請求項１０にかかる発明は、請求項６乃至８のいずれか一つにかかる発明におい
て、前記記憶ステップは、前記位置取得ステップにより前記位置情報を取得した場合に、
さらに取得した前記位置情報を前記記憶手段に記憶し、要求受付手段が、他のアプリケー
ション又はプロセスから前記位置情報の出力する要求を受け付ける要求受付ステップと、
通知処理手段が、前記要求受付ステップにより前記位置情報を出力する要求を受け付けた
場合に、前記記憶ステップに記憶された前記位置情報を前記他のアプリケーション又はプ
ロセスに通知する処理を行う通知処理ステップと、を備えたことを特徴とする。 
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、請求項１１にかかる発明は、請求項６乃至１０のいずれか１つに記載された位置
情報管理方法をコンピュータで実行させることを特徴とする。 
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　また、請求項１２にかかる発明は、請求項１１に記載された位置情報管理プログラムを
格納したコンピュータの読み取り可能な記録媒体であることを特徴とする。 
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３



(6) JP 2006-254223 A5 2008.4.17

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項１にかかる発明によれば、検出装置から所定情報を受信した時間によらずに位置
情報を取得するため、複数の携帯型記憶媒体を示す所定情報を集中して受信した場合でも
、位置情報の算出を予め定められた実行時間毎に位置情報を取得するため、演算処理の負
荷が時間により偏ることがなくなるため、演算処理の負荷を分散させることができるとい
う効果を奏する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　また、請求項２にかかる発明によれば、予め定められた算出間隔時間を、検出された携
帯型情報記憶媒体の数で除した実行間隔毎に位置情報を取得することで、算出間隔時間に
は全ての携帯型情報記憶媒体の位置情報を取得できているため、演算処理の負荷を分散さ
せると共に正確な携帯型情報記憶媒体の位置情報を取得することができるという効果を奏
する。 
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　また、請求項３にかかる発明によれば、携帯型情報記憶媒体が検出される間隔に基づい
て定められた実行間隔毎に、位置情報を取得するため、演算処理の負荷が時間により偏る
ことがなくなるため、演算処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、請求項４にかかる発明によれば、位置取得手段が位置情報を取得した場合に、取
得された位置情報を通知する処理を行うことで、所定情報を集中して受信した場合でも、
位置情報の取得が分散して行われる以上、位置情報を通知する処理も分散して行われるこ
とになるため、通知処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、請求項５にかかる発明によれば、位置情報を保存して、要求に応じて位置情報を
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通知する処理を行うことで、位置情報の通知する要求を受け付ける度に位置情報を演算す
る必要がないため、演算処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　また、請求項６にかかる発明によれば、検出装置から所定情報を受信した時間によらず
に位置情報を取得するため、複数の携帯型記憶媒体を示す所定情報を集中して受信した場
合でも、位置情報の算出を予め定められた実行時間毎に位置情報を取得するため、演算処
理の負荷が時間により偏ることがなくなるため、演算処理の負荷を分散させることができ
るという効果を奏する。 
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　また、請求項７にかかる発明によれば、予め定められた算出間隔時間を、検出された携
帯型情報記憶媒体の数で除した実行間隔毎に位置情報を取得することで、算出間隔時間に
は全ての携帯型情報記憶媒体の位置情報を取得できているため、演算処理の負荷を分散さ
せると共に正確な携帯型情報記憶媒体の位置情報を取得することができるという効果を奏
する。 
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　また、請求項８にかかる発明によれば、携帯型情報記憶媒体が検出される間隔に基づい
て定められた実行間隔毎に、位置情報を取得するため、演算処理の負荷が時間により偏る
ことがなくなるため、演算処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　また、請求項９にかかる発明によれば、位置取得手段が位置情報を取得した場合に、取
得された位置情報を通知する処理を行うことで、所定情報を集中して受信した場合でも、
位置情報の取得が分散して行われる以上、位置情報を通知する処理も分散して行われるこ
とになるため、通知処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　また、請求項１０にかかる発明によれば、位置情報を保存して、要求に応じて位置情報
を通知する処理を行うことで、位置情報の通知する要求を受け付ける度に位置情報を演算
する必要がないため、演算処理の負荷を分散させることができるという効果を奏する。 
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　また、請求項１１にかかる発明によれば、コンピュータに読み取らせて実行することに
よって、請求項６乃至１０のいずれか一つに記載された位置情報管理方法をコンピュータ
の利用で実現することができ、これら各位置情報管理方法と同様の効果を奏する。 
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　また、請求項１２にかかる発明によれば、請求項１１に記載された位置情報管理プログ
ラムを格納した記録媒体であり、この記録媒体をコンピュータに読み込ませることで、位
置情報管理プログラムを実行することが可能という効果を奏する。 
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】削除
【補正の内容】
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